
大田原市告示第１１３号 

 

 

 

自動車臨時運行に関する規則第５条第２項の規定により、別紙の自動車臨時運行許可番

号標を無効告示する。 

 

 

平成２９年８月１７日 

 

 

大田原市長 津久井 富雄 

 

 

 

 

 

 



（別紙）

自動車臨時運行許可番号
標

事由

栃２６－４４ き損

栃２６－４５ き損

栃２８－４３ き損

栃２８－４４ き損

栃２８－４５ き損

栃２８－４６ き損

栃２８－４７ き損

栃２８－４８ き損

栃３８－５４ き損

栃３８－５５ き損

栃３８－５６ き損

栃３８－５７ き損

栃３８－５８ き損

栃３８－５９ き損

栃３８－６１ き損

栃３８－６２ き損

栃木３３－０２ き損

栃木３３－０３ き損

栃木３３－３４ 亡失

栃　６－０８ 亡失

栃２３－５７ 亡失

栃２５－６４ 亡失

栃３８－６０ 亡失

栃２３－５０ き損

栃木３３－１７ 亡失
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